
※対象者の年齢は、特に注意書きのない場合は令和7年3月31日現在の年齢です。

水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
申

込
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
開
始

　
水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
の
申
し
込
み

が
、
オ
ン
ラ
イ
ン（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）で
行

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
転
入
な
ど
で

水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
や
、転
出

な
ど
で
使
用
を
中
止

す
る
場
合
は
、３
営
業

日
前
ま
で
に
下
記
申

込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い（
電

話
、
フ
ァ
ク
ス
、
郵
送

で
の
申
し
込
み
も
可
）。

問�

経
営
総
務
課

　

・
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５
８
２
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１
３
６

　

（
５
８
２
）５
７
８
０

レ
イ
ン
ボ
ー
ロ
ー
ド
沿
道
第

3
地
区
地
区
計
画
案
の
縦
覧

　
都
市
計
画
法
第
１７
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
縦
覧
し
ま
す
。
住
民
と
利
害

関
係
人
は
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
計
画
案

に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
案
の
名
称

　

�

大
津
湖
南
都
市
計
画
レ
イ
ン
ボ
ー

ロ
ー
ド
沿
道
第
３
地
区�

地
区
計
画

時
１
月
１５
日（
水
）～
２９
日（
水
）の
平
日

　
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

所�

都
市
計
画
・
交
通
政
策
課
、
速
野
会

館
、
中
洲
会
館

意
見
の
提
出

　
１
月
２９
日（
水
）ま
で
に
意
見
書
に
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス
、
郵
送（
必
着
）ま

た
は
直
接
、
左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
意
見
書（
参
考
様
式
）は
縦
覧
場
所

に
設
置
。

他�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
計
画
案
の
縦
覧
、

意
見
書（
参
考
様
式
）

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
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二
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目
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都
市
計
画
・
交
通
政
策
課

　

・
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２
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１
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２
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４
７

　

�toshikeikaku@city.moriyama.lg.jp

第
3
回 

総
合
計
画
審

議
会 

傍
聴
者
募
集

　
１０
年
先
の
守
山
の
将
来
像
や
方
向
性

を
描
く
、次
期
総
合
計
画「
守
山
市
長
期

ビ
ジ
ョ
ン
２
０
３
５
」の
策
定
に
係
る

審
議
を
す
る
た
め
、
総
合
計
画
審
議
会

を
開
催
し
ま
す
。

時�

2
月
１4
日（
金
）午
後
５
時
３０
分
～
７
時
３０
分

所�

市
役
所�

２
階�

防
災
会
議
室

定�

５
人

申�

2
月
7
日（
金
）ま
で

に
下
記
申
込
フ
ォ
ー

ム
、
メ
ー
ル
ま
た
は

電
話
で
下
記
へ
申
し
込
み
。

　
※�

メ
ー
ル
の
場
合
は
、氏
名
、住
所
、

電
話
番
号
を
記
入

他�

・�

開
会
１０
分
前
ま
で
に
直
接
、
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
・�

案
件
の
内
容
に
よ
り
、
全
部
ま
た

は
一
部
が
非
公
開
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問�

企
画
政
策
課

　

・
有（
５
８
２
）１
１
６
２

　

（
５
８
２
）０
５
３
９

　

�kikakuseisaku@city.moriyama.lg.jp

１
月
２６
日（
日
）は

第
７１
回 

文
化
財
防
火
デ
ー

　
昭
和
２4
年
１
月
２６
日
に
、
現
存
す
る

世
界
最
古
の
木
造
建
築
物
で
あ
る
法
隆

寺（
奈
良
県
）の
金
堂
が
炎
上
し
、
壁
画

が
焼
損
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
契
機
に
、こ
の
日
が
文
化
財
防

火
デ
ー
と
定
め
ら
れ
、
貴
重
な
文
化
財

を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、市
民

の
文
化
財
に
対
す
る
愛
着
心
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
に
、
文
化
財
所
有
者
や
自

治
会
、消
防
や
行
政
な
ど
が
協
力
し
、文

化
財
消
防
総
合
訓
練
を
行
い
ま
す
。

時�

１
月
２６
日（
日
）午
前
８
時
～
９
時

所�

勝
部
神
社
お
よ
び
付
近
一
帯

問�

・
北
消
防
署
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８
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１
１
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５
８
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６
９
９

　
・
文
化
財
保
護
課

　
　

（
５
８
２
）１
１
５
６

　
　

（
５
８
２
）９
４
４
１

使用開始
申込フォーム

使用中止
申込フォーム

ホームページ申込フォーム

健康診査は毎年受診することが大切です
今年度の健診期間は2月28日（金）まで

問�すこやか生活課　 ・有（581）0201　 （582）1138
　生活習慣病は重症化するまで自覚症状が現れにくいですが、健康診査を受けることで生活習慣病の
リスクを見つけることができます。重症化する前に異常を見つけ、生活習慣の改善や適切な治療を行
うことが大切です。健診実施期間終了間近になると、予約が大変混み合いますので、早めに予約・受
診しましょう。詳しくは、すこやか健康だよりをご覧いただくか、上記へお問い合わせください。

健康診査・受診料 対象者※ 日時 実施場所
39歳以下健診

（1,500円） １8歳(健診日当日)～３9歳の人
２
月
２8
日（
金
）ま
で

守山・野洲市内の
実施医療機関

守山市国民健康保険
特定健康診査

（無料）
守山市国民健康保険に加入している４0歳～７４歳(健診日当日)の人
※対象者には桃色の受診券を発送しています。

県内の実施医療機関
75歳以上健診

（無料）

後期高齢者医療制度に加入し、次の①②に当てはまらない人
①病院や診療所に入院している
②施設に入所している
※対象者には黄色の受診券を発送しています。

すこやか健康だより
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時日時　所場所　内内容　講講師　出出演　対対象　定定員（特記のないものは先着順）￥費用
連連続で参加が必要　持持ち物　申申込方法　他その他　問問い合わせ　有有線電話


